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地方自治体の基幹業務システムの統一・標準化について
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【デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和３年６月１８日閣議決定） （抄）】
○ 地方公共団体の基幹業務（※）システムについて、情報システムの迅速な構築と柔軟な拡張、データ移行や連携の容易性の向上、
高度のセキュリティ対策の導入、サーバ等の共同利用による情報システムに係るコスト削減等を通じて、デジタルファースト及びワンスオン
リーを徹底し、住民サービスの向上と行政の効率化を図るため、基幹業務システムを利用する原則全ての地方公共団体が、目標時期
である令和７年度（2025 年度）までに、ガバメントクラウド上に構築された標準化基準に適合した基幹業務システムへ移行する統
一・標準化を目指す。

① 複数のアプリケーション開発事業者が標準化基準に
適合して開発した基幹業務等のアプリケーションをガバ
メントクラウド上に構築し、地方公共団体がそれらの中
から最適なアプリケーションを選択することが可能となる
ような環境の整備を図る。

③ ガバメントクラウドが提供する共通的な基盤や機能を
活用しながら、アプリケーションレベルにおいては複数の
民間事業者による競争環境を確保して、ベンダーロック
インによる弊害を回避する。

② その結果、地方公共団体が基幹業務等のアプリケー
ションをオンラインで利用することにより、従来のように
サーバ等のハードウェアやOS・ミドルウェア・アプリケーショ
ン等のソフトウェアを自ら整備・管理することが不要とな
る環境の実現を目指す。

具体的には・・・

※基幹業務：住民基本台帳、戸籍、戸籍の附票、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、印鑑登録、選挙
人名簿管理、子ども・子育て支援、就学、児童手当、児童扶養手当、国民健康保険、 国民年金、障害者福祉、後期高齢
者医療、介護保険、生活保護、健康管理（20業務）



地方自治体の基幹業務システムの統一・標準化に向けたスケジュール
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Ⅳ マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けて － 工程表 －

出典：デジタルガバメント実行計画（令和2年12月25日閣議決定）



地方公共団体の基幹業務システムの標準仕様について
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１．業務フロー

２. 機能要件
2.1 機能要件(*2)
2.2 画面要件(*3)
2.3 帳票要件(*4)

2.4 データ要件(*5)
2.5 連携要件(*6)
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・業務フローをBPMN(*1)で記載
・人が行う作業とシステムが行う作業とに仕分け
・システムが提供する機能に関する標準的な要件を策定

３. 非機能要件(*7)
3.1 可用性、3.2 性能・拡張性、3.3 運用・保守性
3.4 移行性、3.5 セキュリティ、3.6 システム環境・エコロジー

*5: 2.1機能要件や2.3帳票要件を踏まえ、中間標準レイアウト仕様を拡充して、当該業務に係る基幹
業務システムが管理するデータの項目、属性等について整理する。

*6: 2.1機能要件や2.3帳票要件を踏まえ、地域情報プラットフォーム標準仕様を拡充して、当該業務
に係る基幹業務システムが他から受け取る又は吐き出すデータの項目、属性等について整理する。

*1:BPMN（Business Process Model and Notation）：業務フローの国際的な表記方法。
*2:広義の機能要件の中核をなす、狭義の機能要件。システムに対し、どのようなデータを入力し、
どのような処理を行い、結果、どのような出力がされるか等を規定する。

*3: 画面がカスタマイズの主要因となっている場合には、画面要件の標準化を行う（主要因でない
場合には、画面要件の標準化は必ずしも行う必要はない）。

*4: システムから出力する帳票・様式（カスタマイズの主要因となっていないものを除く。）について
標準化を行う。

*7:非機能要件は、デジタル庁・総務省が作成した「標準非機能要件」を活用すること。



業務フローと機能要件との関係（例）
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１．業務フロー（例）

リンク

２．機能要件（例）



地方公共団体の基幹業務システムのデータ要件・連携要件の標準
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＜基幹業務システム(17)＞
●住民記録、介護保険、障害者福祉、就学、地方税（固定、個住、法人、軽自）
●選挙人名簿管理、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、児童手当、
児童扶養手当、子ども子育て支援、国民健康保険

B庁
△△システム

A省
〇〇システム

行政機関等

●データ要件：基幹業務システムが管理するデータの項目や定義等の要件（中間標準レイアウトの拡充）
●連携要件：基幹業務システムが他のシステムに提供するデータの項目や定義、それらの通信方式等の要件

（地域情報プラットフォームの拡充）

マイナポータル

連携要件
外部連携

(対マイナポータル)

・・・

・・・

基幹業務システム

住基
データ

外部システム
連携仕様群


	地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化について�（標準仕様におけるデータ要件・連携要件の標準）
	地方自治体の基幹業務システムの統一・標準化について
	地方自治体の基幹業務システムの統一・標準化に向けたスケジュール
	地方公共団体の基幹業務システムの標準仕様について
	業務フローと機能要件との関係（例）
	地方公共団体の基幹業務システムのデータ要件・連携要件の標準

